
議第３号議案  

 

   義務教育費国庫負担制度の堅持等に関する意見書の提出  

 

義務教育費国庫負担制度の堅持等に関し、国へ意見書を提出したいので、次の

とおり提出する。  

 

  平成１９年５月２９日提出  

    

市民活力推進・教育委員会  

委員長 榊 原 泰 子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



義務教育費国庫負担制度の堅持等に関する意見書 

 

義務教育費国庫負担制度は、義務教育無償の原則にのっとり教育の機会均等と

教育水準の維持向上を図ることを目的とし、我が国の義務教育の円滑な推進を支

えてきた根幹的制度である。また、公立義務教育諸学校及び公立高等学校の教職

員定数については、これまで間断なく改善計画が実施され、少人数指導や習熟度

別指導を行う体制整備を図るなどの教育環境の充実が進められてきたところであ

る。 

しかしながら、国においては、義務教育費国庫負担制度について、平成１８年

４月から国庫負担の割合を３分の１に引き下げる改正が行われたところである。

また、次期教職員定数改善計画については平成１８年度以降に策定を行っておら

ず、個に応じたきめ細かな指導や教育を推進する上で大きな課題となっている。 

教育が未来への先行投資であることを考えると、教職員の人材確保や学校施設

の整備など教育環境を等しく整えていくためには、教育予算を充実していくこと

が極めて重要である。 

よって、国におかれては、義務教育費国庫負担制度の精神を尊重し堅持される

こと、教育水準の維持向上に必要な教職員の人員、人材の確保に努めること、教

育の充実に向けて国の予算を拡充していくことを強く要望する。 

ここに横浜市議会は、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

平成１９年５月２９日 

 

  衆 議 院 議 長 

 参 議 院 議 長 

内閣総理大臣 

総 務 大 臣 

  財 務 大 臣 

  文部科学大臣 

 

横浜市議会議長    

藤  代  耕  一 

あて 


